
ヘルプマークを
知ってますか？

臼杵市、臼杵市教育委員会、臼杵市部落差別解消推進・人権教育啓発推進協議会

主催

人権問題講演会

1948年（昭和23年）12月10日に『世界人権宣言』が採択されました。

これにちなんで臼杵市では、12月を「人権尊重強化月間」と定め、

様々な人権問題の解決に向け、各種の啓発活動などを重点的に実施しています。
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profile
一般社団法人兵庫県相談支援ネットワーク
代表理事。
兵庫県姫路市出身、仮死状態で生まれる。４
歳で肢体不自由児療育施設に入所。小中学
校は地元の普通学級で学ぶも、高等学校だ
け泣く泣く養護学校へ。日本福祉大学社会福
祉学部卒業。自身の障害のことやNHK「バリ
バラ」に出演していた当時のエピソード、障害
者の自立生活運動のことなど多岐にわたる内
容で講演活動をしている。

援助が必要な方のためのマークです。
外見からは分からなくても、義足や人工関節を使用している方、
内部障がいや難病の方、妊娠初期の方、高齢者や認知症の方など、
援助が必要な方がいます。

臼杵市では、毎年12月を人権尊重強化月間と定め、

12月4日～10日の人権週間に合わせ、

市民一人ひとりが人権について多様な考え方に触れ、

自主的・主体的に考えることを目的にしたイベントを開催しています。

● 人権擁護委員によるプラホビーづくり
● 竹のワークショップ 「笑竹堂」
● フランソワさんによるアートワークショップ
● クリスマスツリーボード作り
● クイズラリー、人権ツリー

託児サービスあります。
 （開催一週間前までにお申込みください）

玉木 幸則さん
たまき　  ゆきのり

誰ひとり
取り残されない
まちづくり

12/8  月
18:30～20:00（開場17:30）

日時

臼杵市民会館 大ホール場所

12/6  土
10:30~16:00

日時

サーラ・デ・うすき
（八町大路）

場所

電車・バス内で席をおゆずりください。

駅や商業施設で、声をかけるなどの
配慮をお願いします。

災害時は、安全に避難するための
支援をお願いします。

講師

2025年度 臼杵市人権啓発イベント

1回目 10:30~ / 2回目 13:00~

フェスタ・ザ・じんけんフェスタ・ザ・じんけん

● 人権作品（ポスター・標語）
● 部落差別解消推進法について
● 登録型本人通知制度について
● 犯罪被害者支援について
● 性の多様性の尊重について

● 花の苗
● お餅（海辺婦人学級）

随時配布

人権についての
様々な展示をしています。

下記の配布を行います。（無くなり次第終了）

コンサートやトークイベント
なども開催！

体験できるイベントもたくさん！
体験コーナー

アートワークショップ

クリスマスツリー
ボード

竹とんぼ（ひねり）

人権ツリー

馬のしおり

配布コーナー

ステージ
イベント

「障害」とは、自分たちが地域の中で阻害されたり生きづらさを感じたりして
いる「環境」から生まれるのであり、その環境を作ってきた「障害のない人」
たちの意識、心の中にこそ本当の「障害」があるのではないかという観点か
ら、「障がい」を「障害」と書くことで、一人ひとりがその意味と向き合い、障
害のある人の尊厳を本当の意味で守れる社会を目指したいと語っている。

展示コーナー

profile 
臼杵市内の高校生
2人を主体としたユ
ニット。地域イベント
などでも活躍中。

profile 
大分の地域猫型ピアニスト。通称なぐ
れピアニスト(大分弁のなぐれねこ=野
良ネコが由来)。どこにも属さず、いつも
の場所で。見えない不特定多数よりも
目の前にいる人たちのために、全身全
霊・しらしんけん・愛こめて音を送りつ
づける。トランスジェンダー当事者。

豊海空風
なぐれピアニスト

● パン（アルフィーネ）
● バルーンアート

景品を
ゲットしよう

10：30～　
　　　　　オープニングアクト
　　　　 　 「銀河少女」  「豊海空風」

15：00～　人権作品表彰式

14：00～　トーク＆コンサート　
　　　　  　なぐれピアニスト「豊海空風」

名曲・懐メロのコラボあり

とよみ くう

ぎんがしょうじょ

銀河少女



Q1 あなたが人権問題として最初に思い浮かべるものは何ですか？

Q2 身近な人（家族、友人等）から性的少数者（LGBT等）であることを打ち明けられた場合、あなたはどうしますか？

Q3 人権侵害や差別を受けた時、あなたはどう対処しましたか？（「人権侵害を受けたことがある」と回答した方に質問）

令和元年の調査と比べると

「女性をめぐる問題」や「性的

少数者（LGBT等）をめぐる問

題」、「インターネットによる

人権侵害」が増加していま

す。時代の変化に伴い、変化

する人権問題に対し、教育や

啓発活動を通じた包括的な

人権意識の向上を図ること

が大切です。

差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人

権問題についての相談を受け付ける相談

電話です。電話は最寄りの法務局につなが

ります。相談は法務局職員又は人権擁護委

員がお受けします。秘密は厳守します。

私と人権、どう関わってますか？
2024年（令和6年）に人権・部落差別問題に関する市民意識調査を行いました。学校や家

庭、職場、近隣、インターネット上など、あらゆるシーンにおいて、いじめ、差別、虐待、ハラ

スメント、誹謗中傷といった問題があり、一人ひとりの人権と密接につながっています。

市民意識調査の一部をご紹介します。

臼杵市　人権　調査  　検索意識調査の結果は、臼杵市ホームページにてご覧いただけます。

… 障がい者をめぐる問題

… 部落差別問題（同和問題）

… インターネットによる人権侵害

… 女性をめぐる問題

A
B
C
D

… 性的少数者（LGBT等をめぐる問題）

… 特にない

… こどもをめぐる問題

… 外国人をめぐる問題

E
F
G
H

2016（平成28）年、差別を解消し、すべての人々が平等に扱われる社会を実現することを目的に
3つの法律が施行されました。

時代の変化や潮流によって、法律も施行されています
2023年（令和5年）6月には、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的

に、ＬＧＢＴ理解増進法※が施行されています。なお、世界保健機関（WHO）では、性同一性障害は疾病や障がいではなく

「性の健康に関する状態」と再定義され、日本では2024年に「性別不合」との表現に変更することの方針を決めています。

問い合わせ先
臼杵市役所 臼杵庁舎　部落差別解消推進・人権啓発課
〒875-8501  臼杵市大字臼杵72番1　TEL 0972-72-1076（直通）　FAX 0972-63-1464
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5年前と比
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8.2%増加
！！
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今までどおり
つき合う

71％
20.5％

本人が
生きたいように
手助けする

疎遠になるかも
しれない 3.8％

隠すようすすめる 0.9％

つき合いをやめる 0.7％

約9割の人が肯定的に捉えている

5.4％の人
が未だに

偏見があ
るみたい

臼杵市では性的指向及び

ジェンダーアイデンティティ

の多様な在り方が尊重され

る社会の実現を推進するた

め「臼杵市性の多様性の尊重

に関する条例」を制定しまし

た。性別や性の在り方にとら

われず、一人ひとりが個性と

能力を発揮しながら、その人

らしく生きることができる社

会の実現を目指しています。

性の多様性について学ぶパ

ンフレット。性の多様性や性

的少数者（LGBT等）が抱える

困りごとを知り、自分たちに

できることを考えて行動に

つなげていきます。

大分県H P
「こころちゃんのへや」

▲

臼杵市性の多様性の
尊重に関する条例

おおいた
にじいろハンドブック

抗議も相談も
しなかった

43.7％

34.2％
身近な人に
相談した

10.4％
相手に
抗議した

その他 6％

相談機関に
相談した 3.3％ 不明 2.4％

（受付時間：平日8:30~17:15）

みんなの人権110番

☎0570-003-110

誰かに相談したいと思ったら…

　性の多様性を知ろう！

をご存知ですか？差 別 解 消 ３ 法

※性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

障害者に関係するマークの一例

障害者差別解消法
（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律／平成28年4月施行）

国・都道府県・市町村や事業者などに対し、「不当な差別的取り扱い」を禁止

し、「合理的配慮の提供」を求めることで、障がいのある人もない人も安心して

暮らせる社会の実現をめざしたものです。

特定の民族や国籍の人々を排斥し、不安や差別意識を生じさせることになり

かねない差別的言動（ヘイトスピーチ）をなくすことで、民族や国籍などの違い

を超え、互いに人権を尊重しあう社会を築くことをめざしたものです。

（本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律／平成28年6月施行）

ヘイトスピーチ解消法

今もなお偏見に基づく部落差別が存在し、インターネット上への差別的な書き

込みなど、部落差別に関する状況が変化している中、決して許されないもので

あるとの認識のもとに、部落差別がない社会の実現をめざしたものです。

（部落差別の解消の推進に関する法律／平成28年12月施行）

部落差別解消推進法

それぞれ何を意味しているか
わかりますか？

詳しくは
法務省HPへ

人権啓発
動画

『誰か』のこと じゃない


